
浜松市役所からのお知らせ 

浜松イノベーションキューブ入居者賃料補助制度について 

 
 浜松市では、優秀な人材や活力ある企業が次々に生まれ集積する創業都市の実現を目指

しております。浜松イノベーションキューブに入居され、新事業・新分野の産業創出に取

り組む企業に、入居賃料の一部を助成します｡ 

 
【補助対象者】 

浜松イノベーションキューブに入居し、試作開発、新製品開発等に取り組む中小企業者

又はベンチャー企業者等 

 ●次の事業者は補助対象から除外します｡ 
・ 市税を滞納している事業者 
・ 大企業者が第二創業した会社で連結子会社の事業者 
 

 ◇中小企業者とは   
  中小企業基本法第２条第１項に規定する事業者（創業７年以内の中小企業者を除く。） 
 ◇ベンチャー企業者等とは 

次のいずれかに該当する事業者 
① 独創的な技術、製品、サービスの開発や経営システムの導入により成長している

企業並びに中小企業で創業７年以内の事業者 
② 個人で創業している事業者 

 
【補助額】 

浜松イノベーションキューブ入居賃料（消費税及び地方消費税を除く。）に次の基準によ

り予算の範囲内で助成します。 

補助金の交付割合は、毎年度交付決定時期（年度当初又は入居時）を基準に決定します。 

 事 業 者 種 別 助成割合 

① ベンチャー企業者等 ３分の２以内 

② 常時使用する従業員数が２０人未満の中小企業者 ２分の１以内 

③ 
常時使用する従業員数が２０人以上で、かつ、研究開発費が売

上高の１％以上の中小企業者 
２分の１以内 

④ 
常時使用する従業員数が２０人以上で、かつ、研究開発費が売

上高の１％未満の中小企業者 
３分の１以内 

⑤ 大企業者が第二創業した会社で連結子会社でない事業者 ３分の１以内 

 
 



 

【補助期間】 

 施設入居後最長５年間 

 

【補助金交付】 

〇補助金交付申請 毎年度当初に補助金交付申請（年度途中入居の場合は、入居時） 
 
○補助金交付決定 （決定された補助割合で当該年度は助成） 
 
〇補助金交付時期（予定）・・・以下のどちらかを選択可能です。 

〔分割払い〕 入居企業の請求に応じ、四半期（７月、１０月、１月及び次年度４月）

又は半期（１０月及び次年度４月）ごとに賃料の支払い実績に応じて

補助金分割払い 
〔精算払い〕 毎年度終了（３月３１日）後、又は補助期間終了時に実績報告を受け

て補助金精算支払い（年度末一括払） 
 
【補助金申請書類】 

 入居決定後、必要書類をご案内します。 

 
 
 

お問い合わせ先 

郵便番号 ４３０‐８６５２ 

住  所 浜松市中区元城町１０３番地の２ 

電  話 ０５３－４５７－２０４４ 

F A X ０５３－４５７－２２８３ 

メ ー ル network@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

 
 


